
短期入所生活介護事業所「聖マリアの園」事業概要

事

　

業

　

主

　

体

　

に

　

関

　

す

　

る

　

こ と

事

　

業

　

主

　

体

　

名 社会福祉法人

　

聖マリア会

所

　　　

在

　　　

地 〒８５３－００５２

　　　

五島市松山町７０６番地３

代

　　　

表

　　　

者 理事長

　　　　

桑村

　

秀子

主

　

な

　

事

　

業

・ 施設入所介護サービス

・ 短期入所生活介護サ」ビス（ショートステイ）

・ 通所介護サービス（デイサービスセンター併設）

・ 訪問介 護リ

　

ビス（ホームヘルプ）

・ 居宅介護支援サービス（在宅介護支援センタ

　

リｉ汝）

・ 訪問給食サービス

施

　

設

　

に

　

関

　

す

　

る

　

こ と

施

　　　

設

　　　

名 短期入所生活介護事業所聖マリアの園

所

　　　

在

　　　

地 〒８５３－ｏ０５２

　　　

五島市松山町７０６番地３

　

憶 ０９５９－７２－６１２９

交

　

通

　

の

　

便 福江港よりタクシ」で５分

　

福江空港よりタクシ」で１０分

施

　

設

　

の

　

類

　

型 短期入所生活介護

　

（長崎県指定 第０７０４号）

介護保険事業所番号 ４２７０６００１４３（平成１２年４月１日指定）

敷地面積及び権利 １１，８５５，６５１ｄ

　

・ 法人所有地３，７１３，１４ボ 借地８，１４２．５１ボ

建

　

物

　

の

　

概

　

要 延床面積

　

５，６１５．５７ｎｆ

　

・ 鉄筋コンクリート造陸屋根２階建

　

・ 法人所有

開

　

設

　

年

　

月

　

日 昭和４７年 ６月

　

１日

入

　

所

　

定

　

員 短期入所生活介護サービス（ショ」トステイ）

　

１０名

居 室 等 の 概 要 ・ 居室総数

　

４室

　

・４人部屋

　

２室

　

・１人部屋

　

２室

共

　

用

　

施

　

設 ・ 食

　

堂

　

・機能訓練室

　

・浴室

　

・面接室

職

　

員

　

体

　

制

　　　　　　　　　　　　　　　　

令 和

　

６ 年 ８月

　　

１日現在

　　

職

　

種

　　

職員数 有資格者 職

　

種

　　　

職員数

　

有資格者

施

　

設

　　

長

　　

１ 名

　　　

１ 名 管 理 栄 養 士

　　

１ 名

　　　　

１

　

名

生 活 相 談 員

　　

２

　

名

　　　

２

　

名 調

　

理

　

員

　

１０

　

名

　　　　

７

　

名

介護支援専門員

　　

１ 名

　　　

１ 名 介 護 補 助 員

　　

６ 名

　　　　　

名

介

　

護

　

職

　

員

　　

４５

　

名

　　

３８

　

名 介 護サポ ート

　　

１ 名

　　　　　

名

訓 練 指 導 員

　　

１ 名

　　　

１ 名 清

　

掃

　

職

　

員

　　

３

　

名

　　　　　

名

事

　　

務

　　

員

　　

２

　

名

　　　　

名 洗

　

濯

　

職

　

員

　　

４ 名

　　　　　　

名

看

　

護

　

師

　　

４ 名

　　　

４ 名

　

夜

　　　　

警 ３

　

名

　　　　　

名

嘱

　　

託

　　

医

　　

２

　

名

　　　

２

　

名

※

　

職員は特別養護老人ホーム聖マリアの園と兼務して配置

※ 夜勤体制は、４名の勤務

※ 宿直者は、１名の勤務

職

　

種 職員数 有資格者 職

　

種 職員数 有資格者

施

　

設

　　

長 １ 名 １ 名 管理栄養士 １ 名 １

　

名

生活相談員 ２

　

名 ２

　

名 調

　

理

　

貝 １０

　

名 ７

　

名

介護支援専門員 １ 名 １ 名 介護補助員 ６

　

名 名

介

　

護

　

職

　

員 ４５

　

名 ３８

　

名 介護サポート １ 名 名

訓練指導員 １ 名 １ 名 清

　

掃

　

職

　

員 ３

　

名 名

事

　　

務

　　

貝 ２

　

名 名 洗

　

濯

　

職

　

員 ４ 名 名

看

　　

護

　　

師 ４

　

名 ４

　

名 夜

　　　　

警 ３

　

名 名

嘱

　　

託

　　

医 ２

　

名 ２

　

名

緊急連絡体制 居室各ベッド及び各トイレ・浴室にナ」スコールを完備



提

　

供

　

す

　

る サ

　

ー

　

ビ

　

ス

　

に

　

関

　

す

　

る

　

こ と

食

　　　　　　　

事 ・１日３食、食堂の各テーブル及び居室へ配膳します。

　

（朝食

　

８：００

　

昼食 １２：００

　

夕食 １７：１０

　

）

・食種：常食、介護食、嘆下食、経管栄養（鼻腔栄養、胃痩栄養）

・ 誕生会（月１回）

排

　　　　　　　

潜
・ 居室に近接したトイレ（洋式・水洗）あり

・ 要介護の状態によりベッド脇にポータブルトイレ設置可

介

　　　　　　　

護

・食事介助

・排世介助／オムツ交換（定時及び随時）

・ 入浴介助（２回／週）・特別機械浴 ・清拭（入浴できない場合等）

・身辺介護（移動・衣類着脱）

・ 送迎（家族での送迎が困難な方のみ）

健

　

康

　

管

　

理

・ 定期回診（毎週水曜日・第１木曜日の午後／嘱託医）

・ 健康チェック（毎日午前及び入浴前）

・ 機能訓練（ＰＴ指導 １回／週及び訓練指導員により随時）

利

　

用 料

　

金

　

に

　

関

　

す

　

る

　

こ と

利

　　　

用

　　　

料

サービス名 基本料金

要介護 １ ６，０３０

　

円

要介護

　

２ ６，７２０

　

円

要介護

　

３ ７，４５０

　

円

要介護

　

４ ８，１５０

　

円

要介護

　

５ ８，８４０

　

円

機能訓練体制加算 １２０

　

円

看護体制加算

　

皿・Ｎ ３５０

　

円

夜勤職員配置加算 １３０

　

円

サービス提供体制強化加算１ ２２０

　

円

生産性向上推進体制加算ロ １００

　

円

若年性認知症利用者受入加算（対象者のみ） ３００

　

円

療養食加算（対象者のみ）（１食） ８０

　

円

送迎加算（家族での送迎が困難な方のみ） １，８４０

　

円

′系テコｍ癌哩ノ期ノ＼川 又ノ＼ノＪｕｌ昇Ｌ＼刈 探偵Ｖノ ノ

（家族疾病等やむを得ない事情がある場

　　　　

合

　　　　

「４ロ存Ｂ局庶しすス、

９００

　

円

医療連携強化加算（対象者のみ） ５８０

　

円

　

侶紗ッ建単桝時「今市リノ山唇只刈 琳石「ひノゐり
（死亡日及び死亡日以前３０日以下につい

　　　　

て

　　　　　

７ロキＲ局庶しす【ス「

６４０

　

円

介護職員等処遇改善加算 所定単位数に１４．０％（１４０／１０００）を乗じた額

　　　　　　

サー ビス名

　　　　　　　　　

基 本 料 金

　

要介護 １

　　　　　　　　　　　　　　　　

６，０３０

　

円

　

要 介 護

　

２

　　　　　　　　　　　　　　　　　

６，７２０

　

円

　

要 介 護

　

３

　　　　　　　　　　　　　　　　　

７，４５０

　

円

　

要 介 護

　

４

　　　　　　　　　　　　　　　　　

８，１５０

　

円

　

要 介 護

　

５

　　　　　　　　　　　　　　　　　

８，８４０

　

円

　

機能訓練体制加算

　　　　　　　　　　　　　

１２０

　

円

　

看 護 体 制 加 算

　

皿・Ｎ

　　　　　　　　　　　　

３５０

　

円

　

夜勤職員配置加算

　　　　　　　　　　　　　

１３０

　

円

　

サービス提供体制強化加算１

　　　　　　　　

２２０

　

円

　

生産性向上推進体制加算ロ

　　　　　　　　　

１００

　

円

　

若年性認知症利用者受入加算（対象者のみ）

　　　　

３００

　

円

　

療養食加算（対象者のみ）（１食）

　　　　　　　

８０

　

円

　

送迎加算（家族での送迎が困難な方のみ）

　　

１，８４０

　

円

　

′系テコｍ癌哩ノ却ノ＼川 又ノ＼ノＪｕｌ昇Ｌ＼刈 探偵Ｖノ ノ

（家族疾病等やむを得ない事情がある場

　　　　

９００

　

円

　　　　

合

　　　　　

「４ロ存Ｂ局庶しすス、

　

医療連携強化加算（対象者のみ）

　　　　　　

５８０

　

円

　　

侶 紗ッ建単桝時「今市リノ山唇只刈 琳石「ひノゐり
（死亡日及び死亡日

そ
以前３０日以下をこっい

　　

醐 円

　　　　　　

７ロ 本 局庶しす【ス「

　

介 護 職 員 等 処 遇 改 善加 算

　　　　　　　

所定単位数こ１４．０％（１４０／ｌｏｏｏ）を乗じた額



サービス名 基本料金

要支援 １ ４，５１０

　

円

要支援

　

２ ５，６１０

　

円

後舵二三÷体制加算 １２０

　

円

サ」ビス提供体制強化加算工 ２２０

　

円

生産性向上推進体制加算□ １００

　

円

若年性認知症利用者受入加算（対象者のみ） ３００

　

円

療養食加算（対象者のみ） ８０

　

円

送迎加算（家族での送迎が困難な方のみ） １，８４０

　

円

介護職員等処遇改善加算 所定単位数に１４，０％（１４０／１０００）を乗じた額

サービス名 利用料 備

　

考

食

　

費 １，４４５

　

円

居住費（多床室） ９１５

　

円

居住費（個室） １，２３１ 円

そ

　

の

　

他

　

費

　

用 私的な器具や日用品等を利用される場合、別途実費分を負担

表

　

示

　

期

　

限
令和６年４月１日→延長
但し、制度改正や厚生労働省による介護給付費等の変更があった場合は、指定され
た期限をもって改正する。

利

　

用

　

等

　

に

　

関

　

す

　

る

　

こ と

入 所 者 の 条 件 介護保険者の被保険者（第２号保険者を含む）で、要支援１以上の方。
ぬ脈ａ必要結とりる場
合の処遇、契約の
取

　　　

扱

　　　

い

隅恥医の診察または病気やりがの治療は、柄－玩等で受けＬいただく事になり、

医療費は利用者の負担になります。

提携している医療
機

　　　　　　　

関

①

　

嘱託医

　　　　

五島市松山町１３３番地２

　　

聖マリア病院

②

　

協力歯科

　　　

五島山吹「臼閤」岐宿２５３５ 国民健康保険岐宿歯科診療所

契

　

約

　

の

　

解

　

除

以下の場合には、当施設との契約は終了し、退所していただくことになります。

　

①

　

要介護認定により、ご契約者の心身の状況が自立と判定された場合

　

②

　

事業者が解散、破産した場合またはやむを得ない事由により施設を閉鎖した

　　　

場合。

　

③

　

施設の滅失や重大な段損により、ご契約者に対するサービスの提供が不可能

　　

になった場合。

　

④

　

当施設が介護保険の指定を取り消された場合または指定を辞退した場合。

　

⑤

　

ご契約者から退所の申出があった場合。

　

⑥

　

事業所から退所の申出を行った場合。

　

上記⑤と⑥の項目むこついては、詳細をノＷ 商‐記致しております。



苦

　

情

　

に

　

関

　

す

　

る

　

こ と

苦

　

情

　

の

　

対

　

応

① 当事業所における苦情やご相談は以下のとおり受付けし、適切に対応いたします

　　

区分 役職名

　　　　　

氏名

　　　　　　

連絡先

苦情解決責任者

　　

施設長

　　　

村上

　

順子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

７２

　

６１２９

苦情受付担当者 生活相談員

　　

梅木

　

徹

　　　　　　　　

法 人 監 事 吉 原

　

文 代

　　　　

８４‐２１６３

　

第三者委員

　　　　　　　　

法 人 監 事 岩 崎しの ぶ

　　　　

７２－５１０１

※ 苦情受付は、面接、電話、書面により受付ます。

※ 苦情受付の報告及び確認は、解決責任者と第三者委員に報告・確認し、苦情申

　

し出人に対して報告を受けた旨を通知いたします。

※ 苦情解決のための話し合いを申出人と誠意をもって行います。

② 行政機関等の受付機関

　　

苦情受付機関

　　　　

住所・連絡先等

　　　　　

受付時間

　

五島市長寿介護課

　　　

五島市福江町１‐１ 午前８時３０分

　　　　　　　　　　　

憶

　

０９５９－７２‐６７８４

　　　

～ 午 後５時１５分

国民健康保険団体連合会
長崎市今博多町８Ｍ２

　

午前９時

　　　　　　　　　　　　

憶Ｌ

　

Ｏ９５－８２６－１５９９

　　　

～ 午後５時

　　　　　　　　　　

長崎市茂里町３－２４

　　

午前９時
長崎県社会福祉協議会

　　　　　　　　　　　

厩

　

０９５－８４２－６４１０

　　　

～ 午後５時

※

　

本事業所で解決できない苦情は、長崎県社協内に設置された「運営適正化委員

　

会」に申し立てることができます。

⑧

　

事故発生時の対処

※ 事故発生時には、契約者へ速やかに連絡をとり、医療機関に受診することとする。

※ 事故発生した時点において、事項報告書を作成し、今後の事故防止に努める。

区分 役職名 氏名 連絡先

苦情解決責任者 施設長 村上

　

順子
７２

　

６１２９
苦情受付担当者 生活相談員 梅木

　

徹

第三者委員
法人監事 吉原

　

文代 ８４－２１６３

法人監事 岩崎しのぶ ７２－５１０１

苦情受付機関 住所・連絡先等 受付時間

五島市長寿介護課
五島市福江町１‐Ｉ

　

嘗割

　

０９５９一７２一６７８４

午前８時３０分

　

～ 午後５時１５分

国民健康保険団体連合会
長崎市今博多町８‐２

　

憶Ｌ

　

Ｏ９５－８２６－１５９９

午前９時

　

～ 午後５時

長崎県社会福祉協議会
長崎市茂里町３－２４

　

憶Ｌ

　

Ｏ９５－８４２－６４１０

午前９時

　

～ 午後５時

通

　

常

　

の

　

送

　

迎

　

の

　

実

　

施

　

地

　

域

五島市（ただし、奈留町・岐宿町・玉之浦町・三井楽町・富江町及び離島を除く）

サ

　

ー

　

ビ

　

ス

　

提

　

供 に

　

お

　

け

　

る

　

事

　

業

　

者

　

の

　

義

　

務

当事業所は、ご契約者に対してサービスを

① ご契約者の生命、身体、財産の安全・有

②ご契約者の体調、健康状態からみて必

　

聴取、確認します。

③ご契約者に提供したサ」ビスについて

　

求に応じて閲覧させ、複写物を交付し

④ご契約者に対する身体的拘束（身体保

　

為を行いません。

⑤ 事業所は、入所者の人権の擁護、虐待

　

し、研修を実施する等の措置を講じるも

⑥ 事業者は、非常災害に関する具体的計画を策定

　

定期的に避難、救出その柚」〆要も▼三÷を行うもの

⑦ 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定短期入所生活介護サービスの提

　

供を継続的に実施するため、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計




